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自治基本条例の過去・現在・未来 

山口道昭（立正大学） 

 

はじめに 

・今、なぜ、自治基本条例か 

・過去から学ぶ 

・自治基本条例の現在 

・今後の自治基本条例への展望 

 

 

１ 今、なぜ、自治基本条例か 

○官官分権から住民自治へ 

 

○自治体の基本法（憲法？） 

 

○市町村合併後の「自治体のかたち」 

 

 

２ 過去から学ぶ 

○ホームルール憲章（都市憲章）の模索 

 

○アメリカの都市憲章 

・アメリカの地方自治制度の基本は、（連邦（ユナイテッド・ステイツ））─州（ステイツ）

─郡（カウンティ） 

・市（シティ）は住民が設立する 

・州起草の憲章（市の仕組み）から都市起草の憲章へ 

 ホーム・ルール型都市憲章／セントルイス市（ミズーリ州）1876 年／都市の自治権拡充

運動 

 

○日本の都市憲章制定運動 

・川崎市都市憲章条例案、1973 年 

 憲法を暮らしに生かす／国の法律をバイパス／公害問題 

・逗子市都市憲章条例試案、1992～94 年 

 池子弾薬庫米軍住宅問題／グリーン・デモクラシー 

 

 

３ 自治基本条例の現在 

○施行された主な自治基本条例 

・ニセコ町まちづくり基本条例、2001 年４月１日施行 

・北海道行政基本条例、2002 年 10 月 18 日施行 
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・杉並区自治基本条例、2003 年５月１日施行 

・大和市自治基本条例、2005 年４月１日施行 

・原町市まちづくり基本条例、2005 年４月１日施行 

・岸和田市自治基本条例、2005 年８月１日施行 

・三鷹市自治基本条例、2006 年４月１日施行 

・栗山町議会基本条例、2006 年５月 18 日施行 

・多治見市市政基本条例、2007 年１月１日施行 

 

○団体自治か住民自治か 

 

 

４ 自治基本条例の特徴 

○情報共有 

・情報共有と住民参加・参画が車の両輪 

 

○住民参画・協働 

・参加・参画と協働 

・条例の内容とともに制定過程の原則でもある 

 

○条例の体系化 

・自治体条例の体系化 

・条例と規則、要綱・要領等の体系化、優先効・解釈指針 

 体系化とともに、市民への透明性が重要 

・自治体例規とともに国法の解釈基準として自治基本条例を生かす 

 

 

５ 自治基本条例の論点 

○自治基本条例と権利義務規定 

①住民の権利規定 

・「裁判上の請求権」との関係を整理する必要 

・自治基本条例で規定する「権利」をブレーク・ダウンし、より詳細で具体的な規定を個

別条例のなかに規定する 

②自治体（行政）機関の義務規定 

・「裁判上の義務」との関係を整理する必要 

 義務規定、訓示規定、努力義務 

 

 

６ 解題 原町市まちづくり基本条例 

○自治基本条例とまちづくり基本条例 

①自治基本条例 
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・主権者としての住民が行政に義務を課す 

②まちづくり基本条例 

・住民が主体的にまちづくりを行う 

 

○自治基本条例の性格（最高規範性） 

・行政上の義務 

・市民の権利となるか？ 

 

○自治基本条例の原則と他の条例との関係 

・他の条例の体系化？ 

・具体的には、情報公開、個人情報保護、行政手続などが自治基本条例によって位置づけ

られるか？ 

・また、新たに、自治基本条例の委任を受けて、行政評価、説明責任、意見・要望等の対

応などに関する条例を制定することが義務づけられるか？ 

 

○市民とは 

 ①主権者市民、受益者市民、事業者市民 

 ②住民である市民とそうでない市民 

・法的整合性の追求 

・訓示規定と法的実効性 

 ①市民と住民、②市民や住民のうちの自然人と法人、③これらと事業者の関係、④各人

に付与される具体的な権利と義務 

 

○協働 

 ①市民と行政は、対等なパートナーシップ関係に立つ 

 ②市民と行政は、共同して事業を行う（コラボレーション） 

 

○議会の役割は？ 

 ①住民の代表者 

  住民＋議会→行政 

 ②行政と並ぶ自治体の機関 

  住民→行政＋議会 

 

○（常設型）住民投票 

・常設型住民投票とは 

 ①市民の請求権 

 ②議会の請求権 

 ③市長の自主実施権 

 

○市民自治委員会 
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 ①常置 

 ②改正時のみ設置 

 

 

７ 再び、「今、なぜ、自治基本条例か」 
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